
水戸市内で土木工事等を計画されている方へ
～埋蔵文化財取扱いフローチャート～

    計画内容の相談
(歴史文化財課文化財係)
電話:029-306-8132

②「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱い
 について」の提出   ※約１週間で回答

着工【工事立会】
当ｾﾝﾀｰ職員が立会

着工【慎重工事】
当ｾﾝﾀｰ職員立会不要

市による
発掘調査

事業者負担の
発掘調査

「市による発掘調査」を受けられるも
のは、自己用住宅に限られます。
（営利を伴わない開発）

土地の確認 ①「遺跡の略式照会票」の提出

 茨城県から指示事項の通知  

文化財保護法第93条に基づく届出
④「埋蔵文化財発掘の届出」の提出 ※着工の60日前まで

      試掘・確認調査の有無

必要   ③「埋蔵文化財の試掘・ 

   確認調査について」の提出

  不 要

日程調整 

 市による試掘・確認調査
※約１週間で試掘結果報告書を発行

協議後、茨城県へ進達

工事中に埋蔵文
化財が発見され
た場合は届出が
必要です。工事
を中断し、必ず
当センターへご
連絡ください。

現況確認、重機等の手配などに
約１ヶ月要します。
(混雑状況により変動します。)

・文化財保護のための計画変更等
・本調査実施の態度決定など
(主に埋蔵文化財が確認された場合)

着 工

着 工

＜連絡先＞
水戸市塩崎町1064-1
水戸市教育委員会事務局教育部
埋蔵文化財センター
電話 : 029-269-5091
            029-269-5090
FAX :  029-269-5090
ﾒｰﾙ : daidarabo@city.mito.lg.jp

［工事立会可能時間］
火曜日～金曜日   9:30～16:00

※他の現場との調整が必要なため、

 早めのご連絡をお願いします。

本発掘調査
（本調査）

※上記は、埋蔵文化財の取扱いについて、基本的な手続きの流れを示したものです。遺跡の性格や地形、工事内容等によっ
ては、手続きが異なる場合があります。


